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　特願２０１３－１５５４６３「多層ディスクに情報を記録する方法および
記録装置」拒絶査定不服審判事件〔平成２５年１１月２１日出願公開、特開
２０１３－２３５６４７〕について、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
１．手続の経緯

　本願は、平成１６年１０月１２日（パリ条約による優先権主張　国際事務
局受理　２００３年１０月１３日　欧州特許庁（ＥＰ））を国際出願日とす
る特願２００６－５３０９９０号の一部を平成２３年９月１２日に新たな出
願とした特願２０１１－１９８０６５号の一部を平成２５年７月２６日に新
たな出願としたものであって、手続の概要は以下のとおりである。

　上申書　　　　　　　　　　：平成２５年　８月　８日
　拒絶理由通知　　　　　　　：平成２６年　３月１０日（起案日）
　意見書　　　　　　　　　　：平成２６年１０月　３日
　手続補正　　　　　　　　　：平成２６年１０月　３日
　拒絶査定　　　　　　　　　：平成２７年　３月　４日（起案日）
　拒絶査定不服審判請求　　　：平成２７年　７月　９日
　理由補充　　　　　　　　　：平成２７年　８月２０日

２．本願発明

　本願の請求項１ないし５に係る発明は、平成２６年１０月３日付け手続補
正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし５に記載された事項に
より特定されるとおりのものと認められるところ、請求項１に係る発明（以
下「本願発明」という。）は、次のとおりのものである。

「　【請求項１】
　少なくとも２つの情報層を含み、該情報層の各々が内側制御情報領域と
ユーザー情報領域と外側制御情報領域とを含んでいる多層光記録担体上に、
情報を記録する方法であって、



　前記少なくとも２つの情報層のうち第１の情報層の前記ユーザー情報領域
に、ユーザー情報を表す情報パターンを書き込む第１の記録工程と、
　前記第１の記録工程の後に、前記少なくとも２つの情報層のうち第２の情
報層の前記ユーザー情報領域に、ユーザー情報を表す情報パターンを書き込
む第２の記録工程と、
　前記第２の記録工程の後に、前記第１の情報層と前記第２の情報層との前
記内側制御情報領域および前記外側制御情報領域に、制御情報を表す情報パ
ターンを書き込む仕上げ工程とを含み、
　前記第２の記録工程より前に、前記第２の情報層の前記内側制御情報領域
と前記外側制御情報領域との少なくとも一方に、制御情報の少なくとも１つ
のＥＣＣブロックを表す情報パターンを書き込む開始工程をさらに含み、前
記制御情報を表す情報パターンは前記第２の情報層の前記ユーザー情報領域
に隣接して書き込まれ、オールゼロからなるダミーデータを有することを特
徴とする方法。」

３．先願明細書等

　原査定の拒絶の理由に引用された、本願の優先権主張の日前の特許出願で
あって、本願の優先権主張の日後に公開された特願２００３－２９４２６１
号（平成１５年８月１８日出願、特開２００５－６３５８９号）の願書に最
初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「先願明細書等」とい
う。）には、図面と共に、以下の記載がある。（なお、下線は当審で付与し
た。）

（１）「【０００１】
　本発明は、複数の情報記録層を含む記録媒体に対応する記録装置、記録方
法に関するものである。」

（２）「【００１１】
　そこで本発明は、記録可能タイプであって、多層とされた記録層を有する
記録媒体について、ユーザーデータの記録動作の途中に記録層移行が行われ
た場合でも、再生動作に支障がないようにすることを目的とする。」

（３）「【００１７】
１．記録層のエリア構造

　本実施の形態では、大容量ディスク記録媒体としてＤＶＤ（Digital
Versatile Disc）を例に挙げ、また後述するディスクドライブ装置は、
ＤＶＤとしてのディスクに対して記録再生を行う装置とする。
　ＤＶＤ方式のディスクにおいて、記録可能タイプとしては、ＤＶＤ＋Ｒ、
ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどの複数の規
格が存在する。ここでは、ライトワンスメディアであるＤＶＤ＋Ｒ及びリラ
イタブルディスクであるＤＶＤ＋ＲＷを例に挙げて説明していく。」

（４）「【００２０】
　インフォメーションゾーンは主に以下の５つの領域から構成される。
　［１］インナードライブエリア
　［２］リードインゾーン（リードインエリアともいう）　
　［３］データゾーン（データエリアともいう）　
　［４］リードアウトゾーン（リードアウトエリアともいう）　
　［５］アウタードライブエリア」

（５）「【００２２】
　フィジカルセクターナンバ（ＰＳＮ：物理セクターナンバ）は、ディスク
上の絶対位置情報として付与されている。
　図示するように、例えばディスク内周側から外周側に掛けてフィジカルセ
クターナンバの値は増加されていく。ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷの場合、
ＰＳＮ＝２ＦＦＦＦｈ（ｈを付した数値は１６進表現）がリードインゾーン
の終端とされ、ＰＳＮ＝３００００ｈからデータゾーンが開始される。



　データゾーンは、基本的にはユーザーデータの書込が行われる領域であ
り、またリードインゾーンは、管理情報の書込が行われる。またリードアウ
トゾーンは例えば再生専用ディスクとの互換維持などの目的からダミーデー
タの書込が行われるが、ＤＶＤ＋ＲＷの場合など、リードインゾーンと略同
内容の管理情報が記録される場合もある。」

（６）「【００２７】
　ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷにおいては、リードインに書き込まれる管理情
報としては図２のような構造のデータを備える。
　図２ではリードインゾーン内の管理情報として構造について、そのアドレ
ス位置を先頭ＰＳＮで示すと共に、データサイズをセクター数で示してい
る。
　リードインゾーン内はリザーブ（未定義）とされる領域を除いて、図示す
るように、イニシャルゾーン（Initial Zone）、インナーディスクテスト
ゾーン（Inner Disc Test Zone）、インナードライブテストゾーン（Inner
Drive Test Zone Layer0）、ガードゾーン１（Guard Zone 1）、インナー
ディスクアイデェンティフィケーションゾーン（Inner Disc
Identification Zone）、リファレンスコードゾーン（Reference Code
Zone）、バッファゾーン１（Buffer Zone 1），コントロールデータゾーン
（Control Data Zone）、バッファゾーン２（Buffer Zone 2）が形成され
る。」

（７）「【００３１】
　図４（ａ）に示すパラレルトラックパスの場合、レイヤ０、１ともに、内
周側から外周側にかけてリードインエリア、データエリア、リードアウトエ
リアが形成される。　
　そしてデータの記録はレイヤ０の内周のStart PSN(=30000h)から始まりレ
イヤ０のデータエリアの最終であるEnd PSN(0)まで記録される。その、続き
はレイヤ１の内周側のStart PSN(=30000h)から外周側のEnd PSN(1)までとい
う記録順序で記録が行われる。
　論理ブロックアドレスＬＢＡは、図４（ｂ）に示すように、レイヤ０の内
周側から外周側まで、さらにレイヤ１の内周側から外周側までという方向性
で、順番に連続に割り振られる。
【００３２】
　次に、オポジットトラックパスの場合を図５に示す。オポジットトラック
パスとされるディスクでは、レイヤ０の内周から始まりレイヤ０の終わりま
で記録した後に、レイヤ１の外周から内周へ向かう記録順序となる。
　図５（ａ）に示すように、オポジットトラックパスの場合、レイヤ０では
内周側から外周側にかけてリードインエリア、データエリア、ミドルエリア
が形成される。またレイヤ１では外周側から内周側にかけて、ミドルエリ
ア、データエリア、リードアウトエリアが形成される。　
　そしてデータの記録はレイヤ０の内周のStart PSN(=30000h)から始まりレ
イヤ０のデータエリアの最終であるEnd PSN(0)まで記録される。その続きは
レイヤ１のデータエリアの外周側（反転End PSN(0)）から内周側のEnd
PSN(1)までという記録順序となる。
　論理ブロックアドレスＬＢＡは、図５（ｂ）に示すように、レイヤ０の内
周側から外周側まで連続に割り振られた後、レイヤ１では折り返すように外
周側から内周側までという方向性で、順番に連続に割り振られる。
【００３３】
　このようにパラレルトラックパスとオポジットトラックパスでは、データ
の物理的な格納方法（順番）の違いがある。
　また、オポジットトラックパスの場合、層間折り返し部分より外周にはミ
ドルエリアが付加される。これは次の理由による。オポジットトラックパス
の場合は、レイヤ０にリードインエリアが形成され、レイヤ１にリードアウ
トエリアが形成される。このためデータエリアの外周側には、リードインエ
リア／リードアウトエリアが形成されない。一方で、再生専用装置ではディ
スク盤面に記録したピットを読むので、ピットの無い領域ではサーボもかか
らずデータを安定して読み出す事ができない。その為にガードとなる領域が
必要になる。この必要性から、外周側にミドルエリアが形成され、例えばダ
ミーデータが記録されて、リードアウトエリアと同様の機能が持たされるも
のとしている。」



（８）「【００４７】
４．ユーザーデータ記録処理例Ｉ
　
　上記ディスクドライブ装置による２層ディスクに対するユーザデータの記
録処理例を説明する。
　なお、ディスク１に対しては、ユーザーデータの記録後においてクローズ
（ファイナライズ）処理が行われることによって、リードイン、リードアウ
ト、ミドルエリアが適正に形成され、再生互換性が得られることを先に述べ
た。
　また、２層ディスクへのユーザーデータの記録を行った場合で、クローズ
（ファイナライズ）が行われていない時点では、レイヤ１の再生が適正に行
えないことを、本発明が解決しようとする課題において説明した。
　以下説明する本例の記録処理では、２層ディスク１に対して、ユーザー
データの記録動作の途中に記録層移行が行われた場合に、クローズ（ファイ
ナライズ）が行われる前でも、その再生動作に支障がないようにするもので
ある。
【００４８】
　図７によりユーザーデータの記録の際のコントローラ１２の処理を示し、
またその動作の様子を図８を参照して説明する。なお図８では、ディスク１
がオポジットトラックパスのディスクである場合の例としている。　
　図７において、ステップＦ１０１では、コントローラ１２はユーザーデー
タ記録処理を開始させる。
　なお、一連のユーザーデータ記録を開始するにあたっては、所定サイズの
バッファ領域（ガード領域）の形成のために例えばダミーデータの記録を行
い、それに続いて実際のユーザーデータ記録が開始される。
　ユーザーデータの記録開始後は、ステップＦ１０２で、記録層の移行を行
うか否かを判断する。例えばコントローラ１２は、レイヤ０においてユー
ザーデータの記録を開始した後において、記録が進行し、レイヤ０における
ユーザーデータの記録可能な最大アドレスに達した際に、レイヤ１への移行
を行うと判断する。また、最大アドレスに達しなくても、記録処理を実行さ
せるアプリケーションもしくはホスト機器からの指示、或いは所定の
動作プログラムに応じては、レイヤ１への移行を行うこともある。
　また、ステップＦ１０３では、ユーザーデータの書込が終了したか否かを
監視している。
　レイヤ０の或るアドレスからユーザーデータの記録を開始した後、レイヤ
移行が無いままステップＦ１０３で書込終了と判断されたら、ステップ
Ｆ１０８で書込動作を終了させる処理を行い、一連のユーザーデータの記録
処理を終了させる。この場合、レイヤ０内でホスト機器から指示されたユー
ザーデータの記録を完了した場合である。またレイヤ１の或るアドレスから
ユーザーデータの記録を開始し、その後ステップＦ１０３で書込終了と判断
された場合も同様であり、この場合、レイヤ１内でホスト機器から指示され
たユーザーデータの記録を完了した場合となる。
【００４９】
　レイヤ０でのユーザーデータの記録を実行している過程において、ステッ
プＦ１０２でレイヤ１への移行を行うこととなった場合は、ステップ
Ｆ１０４に進み、一旦ユーザーデータの記録動作を中断させる。そしてス
テップＦ１０５で、移行先のレイヤ１においてガードブロックが形成されて
いるか否かを判断する。例えばレイヤ１にフォーカスジャンプを行い、ユー
ザーデータの記録を再開する位置の直前の領域を再生して、そこが記録済領
域であるか否かを判別する。
　通常はこの時点ではガードブロックは形成されていないため、ステップ
Ｆ１０６に進んでガードブロック形成処理を行う。例えばレイヤ１において
ユーザーデータの記録を再開するアドレスの直前の所定範囲の領域にダミー
データの記録を実行させ、ガードブロックとする。　
　そしてガードブロックの記録処理がユーザーデータの記録再開するアドレ
スに達したら、ステップＦ１０７において、そのアドレスからユーザーデー
タの記録を再開させる。　
　ユーザーデータの記録再開後は、ステップＦ１０２，Ｆ１０３の監視処理
に戻り、２層ディスクの場合はさらなるレイヤの移行はないため、ある時点
でステップＦ１０３でユーザーデータの書込終了と判断されて、ステップ



Ｆ１０８で書込動作を終了させて処理を終える。
　なお、後述するが３層以上の記録層を有するディスクも考えられ、その場
合は、レイヤ移行後も、さらにステップＦ１０２でレイヤ移行を行うとされ
る場合も考えられる。その場合は同様にステップＦ１０４～Ｆ１０７の処理
が行われる。」

（９）「【００５３】
　なお、上記のようにレイヤ１でのユーザーデータの記録に先立って記録さ
れたガードブロックＧＢは、その後のクローズ（ファイナライズ）処理が行
われることによって、図５に示したミドルエリアの一部となる。」

（１０）「【００６２】
　図１２はパラレルトラックパスの場合を示している。　
　図１２（ａ）は、例えばアドレスＡｄ２１はレイヤ０のデータゾーンの先
頭、アドレスＡｄ２４はレイヤ１でのデータゾーンの先頭であるとする。
　レイヤ０においてはデータゾーンの先頭であるアドレスＡｄ２１からアド
レスＡｄ２２の範囲にユーザーデータＤＡ１～ＤＡ７が記録される。そして
残りのデータＤＡ８は、レイヤ１に移行して、そのデータゾーンの先頭（ア
ドレスＡｄ２４）からアドレスＡｄ２５の範囲に記録されるとする。
　この場合、上記図７又は図９の処理でガードブロックＧＢが記録されるの
は、アドレスＡｄ２４の直前の領域（Ａｄ２３～Ａｄ２４）となる。なお、
パラレルトラックパスの場合、レイヤ１においてデータゾーンの先頭より内
周側はリードインゾーンとなる。このためアドレスＡｄ２４の直前の領域
（Ａｄ２３～Ａｄ２４）とは、例えば図２のバッファゾーン２としての領域
であればよい。」

（１１）「【００６４】
　図１３は記録層が３層のオポジットトラックパスのディスクの例を示して
いる。　
　図１３（ａ）では、ユーザーデータＤＡ１～ＤＡ１６を記録する場合であ
り、図示するように、まずレイヤ０において内周側から外周側にデータ
ＤＡ１～ＤＡ６が記録され、続いてレイヤ１では外周側から内周側に向かっ
てデータＤＡ７～ＤＡ１２が記録され、さらにレイヤ２では内周側から外周
側に向かってデータＤＡ１３～ＤＡ１６が記録された場合を示している。
　この場合、上記図７又は図９の処理でガードブロックＧＢが形成されるの
は、レイヤ１におけるユーザーデータＤＡ７より外周側となる所定範囲の領
域と、レイヤ２においてユーザーデータＤＡ１３より内周側となる所定範囲
の領域となる。
　図１３（ｂ）は、ユーザーデータＤＡ１～ＤＡ７を記録する場合であり、
特にレイヤ１の途中から記録が開始された場合である。この場合、レイヤ１
では外周側から内周側に向かってデータＤＡ１～ＤＡ４が記録され、層間移
行して後レイヤ２では内周側から外周側に向かってデータＤＡ５～ＤＡ７が
記録された状態を示している。
　この場合、上記図７又は図９の処理でガードブロックＧＢが形成されるの
は、レイヤ２においてユーザーデータＤＡ５より内周側となる所定範囲の領
域となる。
　即ち３層ディスクの場合も、ユーザーデータ記録の際に層間移行が発生し
たら、その移行先のレイヤにおいてユーザーデータ記録開始位置に先立つ領
域にガードブロックＧＢが形成されればよいものである。
　３層のパラレルトラックパスの場合、さらには４層以上の記録層のディス
ク（オポジットトラックパス／パラレルトラックパス）の場合も、考え方は
同様である。　
【００６５】
　以上、実施の形態としての処理例や、ガードブロックＧＢの形成の各種例
を説明してきたが、本発明としての変形例や適用例はさらに各種考えられ
る。
　まずＤＶＤ方式の２層の記録可能タイプのディスクとしてＤＶＤ＋Ｒ、
ＤＶＤ＋ＲＷを例に挙げて述べたが、もちろん同様にＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭなどとしての複数記録層のディスクについて
も、上述のようにユーザーデータ記録過程での層間移行に対応してガードブ



ロックＧＢを形成することが好適である。　
　また、ＤＶＤ方式のディスクに限らず、ＣＤ方式、ブルーレイディスク方
式など、他の種のディスク、さらにはディスク以外のメディアでも、複数記
録層の記録媒体として、本発明は有用である。」

　上記摘示事項及び図面の記載から以下のことがいえる。

（ａ）先願明細書等には、複数の情報記録層を含む記録媒体（ＤＶＤ方式の
ディスク）に対応する記録方法が記載されている（摘示事項（１）、
（３）。

（ｂ）パラレルトラックパスの場合、レイヤ０、１ともに、内周側から外周
側にかけてリードインエリア、データエリア、リードアウトエリアが形成さ
れる（摘示事項（７））。

（ｃ）オポジットトラックパスの場合、レイヤ０では内周側から外周側にか
けてリードインエリア、データエリア、ミドルエリアが形成される。またレ
イヤ１では外周側から内周側にかけて、ミドルエリア、データエリア、リー
ドアウトエリアが形成される（摘示事項（７））。

（ｄ）データエリアは、基本的にはユーザーデータの書込が行われる領域で
あり、またリードインエリアは、管理情報の書込が行われる。またリードア
ウトエリアは例えば再生専用ディスクとの互換維持などの目的からダミー
データの書込が行われる（摘示事項（４）、（５））。オポジットトラック
パスの場合、外周側にミドルエリアが形成され、例えばダミーデータが記録
されて、リードアウトエリアと同様の機能が持たされるものとしている（摘
示事項（７））。

（ｅ）オポジットトラックパスのディスクである場合、レイヤ０でのユー
ザーデータの記録を実行している過程において、レイヤ１への移行を行うこ
ととなった場合は、一旦ユーザーデータの記録動作を中断させる。レイヤ１
においてユーザーデータの記録を再開するアドレスの直前の所定範囲の領域
にダミーデータの記録を実行させ、ガードブロックとする。ガードブロック
の記録処理がユーザーデータの記録再開するアドレスに達したら、そのアド
レスからユーザーデータの記録を再開させる（摘示事項（８））。

（ｆ）レイヤ１でのユーザーデータの記録に先立って記録されたガードブ
ロックは、その後のクローズ（ファイナライズ）処理が行われることによっ
て、ミドルエリアの一部となる（摘示事項（９））。

（ｇ）パラレルトラックパスのディスクである場合、ガードブロックが記録
されるのは、レイヤ１においてデータエリアの先頭の直前の領域であるリー
ドインエリアのバッファゾーン２としての領域である（摘示事項（６）、
（１０））。

（ｈ）ディスクに対しては、ユーザーデータの記録後においてクローズ
（ファイナライズ）処理が行われることによって、リードイン、リードアウ
ト、ミドルエリアが適正に形成される（摘示事項（８））。

　以上を総合勘案すると、先願明細書等には、次の発明（以下「先願発明」
という。）が記載されているものと認める。

「パラレルトラックパスの場合、レイヤ０、１ともに、内周側から外周側に
かけてリードインエリア、データエリア、リードアウトエリアが形成され、
　オポジットトラックパスの場合、レイヤ０では内周側から外周側にかけて
リードインエリア、データエリア、ミドルエリアが形成され、レイヤ１では
外周側から内周側にかけて、ミドルエリア、データエリア、リードアウトエ
リアが形成され、
　データエリアは、ユーザーデータの書込が行われる領域であり、リードイ
ンエリアは、管理情報の書込が行われる領域であり、リードアウトエリア、



ミドルエリアはダミーデータの書込が行われる領域であるＤＶＤ方式のディ
スクに対応する記録方法であって、
　オポジットトラックパスのディスクである場合、レイヤ０でのユーザー
データの記録を実行している過程において、レイヤ１への移行を行うことと
なった場合は、一旦ユーザーデータの記録動作を中断させ、
　レイヤ１においてユーザーデータの記録を再開するアドレスの直前の所定
範囲の領域にダミーデータの記録を実行させ、ガードブロックとし、
　ガードブロックの記録処理がユーザーデータの記録再開するアドレスに達
したら、そのアドレスからユーザーデータの記録を再開させ、
　レイヤ１でのユーザーデータの記録に先立って記録されたガードブロック
は、その後のクローズ（ファイナライズ）処理が行われることによって、ミ
ドルエリアの一部となり、
　パラレルトラックパスのディスクである場合、ガードブロックが記録され
るのは、レイヤ１においてデータエリアの先頭の直前の領域であるリードイ
ンエリアのバッファゾーン２としての領域であり、
　ディスクに対しては、ユーザーデータの記録後においてクローズ（ファイ
ナライズ）処理が行われることによって、リードイン、リードアウト、ミド
ルエリアが適正に形成される方法。」

４．対比

　そこで、本願発明と先願発明とを対比する。

（１）情報を記録する方法
　一般には、制御情報領域のほとんどは、たとえばオールゼロのようなダ
ミーデータで満たされることとなる。しかしながら一般には同時に、制御情
報領域（とりわけリードイン領域）の一部は、ディスクを識別する制御情報
（たとえば、物理フォーマット情報や、ディスク製造情報）で満たされる
（本願明細書【０００６】）。
　先願発明において、パラレルトラックパスの場合、レイヤ０、１ともに、
内周側から外周側にかけてリードインエリア、データエリア、リードアウト
エリアが形成され、データエリアは、ユーザーデータの書込が行われる領域
であり、リードインエリアは、管理情報の書込が行われる領域であり、リー
ドアウトエリアはダミーデータの書込が行われる領域であるから、先願発明
の「リードインエリア」、「データエリア」、「リードアウトエリア」は、
それぞれ、「内側制御情報領域」、「ユーザー情報領域」、「外側制御情報
領域」といえる。
　先願発明において、オポジットトラックパスの場合、レイヤ０では内周側
から外周側にかけてリードインエリア、データエリア、ミドルエリアが形成
され、レイヤ１では外周側から内周側にかけて、ミドルエリア、データエリ
ア、リードアウトエリアが形成され、データエリアは、ユーザーデータの書
込が行われる領域であり、リードインエリアは、管理情報の書込が行われる
領域であり、リードアウトエリア、ミドルエリアはダミーデータの書込が行
われる領域であるから、先願発明の「リードインエリア」及び「リードアウ
トエリア」、「データエリア」、「ミドルエリア」は、それぞれ、「内側制
御情報領域」、「ユーザー情報領域」、「外側制御情報領域」といえる。
　したがって、本願発明と先願発明とは、「少なくとも２つの情報層を含
み、該情報層の各々が内側制御情報領域とユーザー情報領域と外側制御情報
領域とを含んでいる多層光記録担体上に、情報を記録する方法」である点で
共通する。

（２）第１の記録工程
　先願発明は、レイヤ０でのユーザーデータの記録を実行するものであるか
ら、本願発明と先願発明とは、「前記少なくとも２つの情報層のうち第１の
情報層の前記ユーザー情報領域に、ユーザー情報を表す情報パターンを書き
込む第１の記録工程」を含む点で共通する。

（３）第２の記録工程
　先願発明は、レイヤ０でのユーザーデータの記録を実行している過程にお
いて、レイヤ１への移行を行うこととなった場合は、一旦ユーザーデータの



記録動作を中断させ、レイヤ１においてユーザーデータの記録を再開するア
ドレスからユーザーデータの記録を再開させるものであるから、本願発明と
先願発明とは、「前記第１の記録工程の後に、前記少なくとも２つの情報層
のうち第２の情報層の前記ユーザー情報領域に、ユーザー情報を表す情報パ
ターンを書き込む第２の記録工程」を含む点で共通する。

（４）仕上げ工程
　先願発明は、ディスクに対しては、ユーザーデータの記録後においてク
ローズ（ファイナライズ）処理が行われることによって、リードイン、リー
ドアウト、ミドルエリアが適正に形成されるものであるから、本願発明と先
願発明とは、「前記第２の記録工程の後に、前記第１の情報層と前記第２の
情報層との前記内側制御情報領域および前記外側制御情報領域に、制御情報
を表す情報パターンを書き込む仕上げ工程」を含む点で共通する。

（５）開始工程
　先願発明は、レイヤ１においてユーザーデータの記録を再開するアドレス
の直前の所定範囲の領域にダミーデータの記録を実行させ、ガードブロック
とするものである。オポジットトラックパスのディスクである場合、レイヤ
１でのユーザーデータの記録に先立って記録されたガードブロックは、その
後のクローズ（ファイナライズ）処理が行われることによって、ミドルエリ
アの一部となる。パラレルトラックパスのディスクである場合、ガードブ
ロックが記録されるのは、レイヤ１においてデータエリアの先頭の直前の領
域であるリードインエリアのバッファゾーン２としての領域である。
　したがって、本願発明と先願発明とは、「前記第２の記録工程より前に、
前記第２の情報層の前記内側制御情報領域と前記外側制御情報領域との少な
くとも一方に、制御情報を表す情報パターンを書き込む開始工程をさらに含
み、前記制御情報を表す情報パターンは前記第２の情報層の前記ユーザー情
報領域に隣接して書き込まれ、ダミーデータを有する」点で共通する。
　もっとも、「開始工程において書き込まれる制御情報を表す情報パター
ン」について、本願発明は、制御情報「の少なくとも１つのＥＣＣブロッ
ク」を表す情報パターンであるのに対し、先願発明は、明示的な特定がない
点、及び、「開始工程において書き込まれる制御情報を表す情報パターンが
有するダミーデータ」について、本願発明は、「オールゼロからなる」ダ
ミーデータであるのに対し、先願発明は、明示的な特定がない点で相違す
る。

　そうすると、本願発明と引用発明とは、次の点で一致する。

＜一致点＞

「少なくとも２つの情報層を含み、該情報層の各々が内側制御情報領域と
ユーザー情報領域と外側制御情報領域とを含んでいる多層光記録担体上に、
情報を記録する方法であって、
　前記少なくとも２つの情報層のうち第１の情報層の前記ユーザー情報領域
に、ユーザー情報を表す情報パターンを書き込む第１の記録工程と、
　前記第１の記録工程の後に、前記少なくとも２つの情報層のうち第２の情
報層の前記ユーザー情報領域に、ユーザー情報を表す情報パターンを書き込
む第２の記録工程と、
　前記第２の記録工程の後に、前記第１の情報層と前記第２の情報層との前
記内側制御情報領域および前記外側制御情報領域に、制御情報を表す情報パ
ターンを書き込む仕上げ工程とを含み、
　前記第２の記録工程より前に、前記第２の情報層の前記内側制御情報領域
と前記外側制御情報領域との少なくとも一方に、制御情報を表す情報パター
ンを書き込む開始工程をさらに含み、前記制御情報を表す情報パターンは前
記第２の情報層の前記ユーザー情報領域に隣接して書き込まれ、ダミーデー
タを有することを特徴とする方法。」の点。

　そして、次の点で一応相違する。

＜一応の相違点＞



（１）「開始工程において書き込まれる制御情報を表す情報パターン」につ
いて、本願発明は、制御情報「の少なくとも１つのＥＣＣブロック」を表す
情報パターンであるのに対し、先願発明は、明示的な特定がない点。

（２）「開始工程において書き込まれる制御情報を表す情報パターンが有す
るダミーデータ」について、本願発明は、「オールゼロからなる」ダミー
データであるのに対し、先願発明は、明示的な特定がない点。

５．判断

　そこで、上記一応の相違点について検討する。

一応の相違点（１）について
　ＤＶＤ－再生専用ディスクの規格であるＪＩＳ　Ｘ　６２４１（平成９年
１０月３１日、原査定の拒絶の理由に引用）若しくは
ＥＣＭＡ－２６７（１９９７年１２月、原査定の拒絶の理由に引用）の第４
章データフォーマットの１５．概要には、主データは、ディスクに記録する
前に、データフレーム、スクランブルドフレーム、ＥＣＣブロック、記録フ
レーム、物理セクタの順に変換し、フォーマットを行うことが記載され、同
第５章情報ゾーンのフォーマットの２６．リードインゾーンの２６．４バッ
ファゾーン２には、このゾーンは、３２（当審注：ＪＩＳ　Ｘ　６２４１の
「３０」は誤りで正しくはＥＣＭＡ－２６７の「３２」）ＥＣＣブロックか
らなる５１２物理セクタで構成し、このゾーンでの物理セクタとして最終的
に記録したデータフレームの主データは、（００）に設定することが記載さ
れ、また、同２７．ミドルゾーンには、ミドルゾーンでの物理セクタとして
最終的に記録するデータフレームの主データは、（００）に設定することが
記載されている。
　また、ＤＶＤ－レコーダブルディスクの規格であるＪＩＳ　Ｘ　
６２４５（平成１１年１２月３１日）若しくはＥＣＭＡ－２７９（１９９８
年１２月、原査定の拒絶の理由に引用）の第４章データフォーマットの
１５．概要、同第５章情報ゾーンのフォーマットの２５．１リードインゾー
ンの２５．１．４バッファゾーン２にも同様の記載がある。
　そして、先願発明は、「ＤＶＤ方式のディスクに対応する記録方法」であ
るから、上記各規格に従う。オポジットトラックパスのディスクである場
合、レイヤ１でのユーザーデータの記録に先立って記録されたガードブロッ
クは、その後のクローズ（ファイナライズ）処理が行われることによって、
ミドルエリアの一部となり、パラレルトラックパスのディスクである場合、
ガードブロックが記録されるのは、レイヤ１においてデータエリアの先頭の
直前の領域であるリードインエリアのバッファゾーン２としての領域である
から、先願発明の「ガードブロック」は、ＥＣＣブロックからなる。
　ＪＩＳ　Ｘ　６２４５若しくはＥＣＭＡ－２７９の第４章データフォー
マットの２３．リンキング方式には、記録は、ＥＣＣブロックの第１の物理
セクタの第２同期フレームの８２番目～８７番目の間のバイトで開始し、
ＥＣＣブロックの第１の物理セクタの第２同期フレームの８６番目のバイト
で終了することが記載されている。すなわち、データはＥＣＣブロック単位
に記録される。
　したがって、先願発明の「ガードブロック」は、少なくとも１つのＥＣＣ
ブロックからなる。
　よって、一応の相違点（１）は、実質的な相違点ではない。

一応の相違点（２）について
　上述したように、ＪＩＳ　Ｘ　６２４１若しくはＥＣＭＡ－２６７の第５
章情報ゾーンのフォーマットの２６．リードインゾーンの２６．４バッファ
ゾーン２には、このゾーンは、３２ＥＣＣブロックからなる５１２物理セク
タで構成し、このゾーンでの物理セクタとして最終的に記録したデータフ
レームの主データは、（００）に設定することが記載され、また、同２７．
ミドルゾーンには、ミドルゾーンでの物理セクタとして最終的に記録する
データフレームの主データは、（００）に設定することが記載されている。
　また、ＪＩＳ　Ｘ　６２４５若しくはＥＣＭＡ－２７９の第５章情報ゾー
ンのフォーマットの２５．１リードインゾーンの２５．１．４バッファゾー



ン２にも同様の記載がある。
　したがって、先願発明の「ガードブロック」の「ダミーデータ」は、オー
ルゼロからなる。
　よって、一応の相違点（２）も、実質的な相違点ではない。

　したがって、本願発明は、先願発明と実質的に同一であり、しかも、この
出願の発明者がその優先権主張の日前の特許出願に係る上記の発明をした者
と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の
出願人と同一でもないので、特許法２９条の２の規定により、特許を受ける
ことができないものである。

６．むすび

　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、特許法第２９条の２の規定
により特許を受けることができない。
　したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく拒絶す
べきものである。

　よって、結論のとおり審決する。

平成２８年　４月１９日

　　審判長　　特許庁審判官 森川 幸俊
特許庁審判官 関谷 隆一
特許庁審判官 井上 信一

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。

〔審決分類〕Ｐ１８　　．１６１－Ｚ　　（Ｇ１１Ｂ）

出訴期間として９０日を附加する。

審判長　　　特許庁審判官 森川　幸俊 8729
　　　　　　特許庁審判官 井上　信一 9058
　　　　　　特許庁審判官 関谷　隆一 8322


